
延長時「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針（案）（概要）

項目 内容 備考

外出・移
動

○感染リスクが高い場所への外出や移動を自粛
○不要不急の県外及び離島との往来については、極力控える
○営業時間短縮要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと

○延長

会食（飲
食）

○同居家族やいつも一緒にいる方と４人以下・２時間以内で行う
○不特定多数が集まり、混雑が想定される催しは参加しない ○延長

飲食店
（措置区
域内）

○営業時間及び酒類提供の制限
①感染防止対策認証店営業時間を５時～21時（酒類の提供は、11時～20時）

飲食を主とする店舗のカラオケ設備は感染対策を徹底して利用可
※認証店は②を選ぶ事も可能とする。

②認 証 店 以 外 営業時間を５時～20時（酒類の提供を行わない）
飲食を主とする店舗のカラオケ設備の利用自粛

○同一ｸﾞﾙｰﾌﾟ・同一ﾃｰﾌﾞﾙ原則４人以内（例外：介助や介護を要する場合）

○延長
措置区域につ
いて別途検討

イベント ○原則大声ありのイベントについては5,000人以下かつ収容定員の半分までで開催 ○延長

施設 ○入場者が密集しないよう整理・誘導、入場者の人数管理・人数制限 ○延長

会社・職
場

○社会機能維持事業者は、BCPの再点検を行うこと。テレビ会議及びテレワークの積
極的な実施に努めること

○新規

学校 ○原則、通常登校とする。地域の感染状況を踏まえ、分散登校等も可とする。
○部活動は、原則休止

○修正

福祉関係
○従事者が休業せざるを得ない状況に備えてBCPの再点検を行うこと
○感染拡大状況を踏まえ利用者及びその家族に対して、一時的に代替サービスへの切替によ
り、居宅での対応が可能な場合は、できる限り通所サービスの利用を控える等の協力を依頼

○新規

【議題資料】

延長の目的 ①全年代の感染再拡大を防止し医療提供体制の維持 ②高齢者等への感染拡大を抑制し、
重症化例を減少 ③社会機能の維持
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圏域別の状況(1/25時点)

圏域 圏域内市町村 病床使用率
（入院中/確保病床数）

重症者用
病床使用率

（重症者/重症者用確保病床数数）

人口10万人あたり
新規陽性者数
※確定日ベース

新規陽性者
前週比

本島 本島内市町村 69.6％
(371/533)

38.6％
(34/88)

549.57 0.80

本島
周辺離島

伊江村、渡嘉敷村、座間味
村、粟国村、渡名喜村、南
大東村、北大東村、伊平屋
村、伊是名村、久米島町

ー ー 451.47 1.06

宮古 宮古島市、多良間村 30.3％
(20/66)

ー 294.70 0.40

八重山 石垣市、竹富町、与那国町 56.8％
(25/44)

ー 437.35 1.83

県全体 全市町村（県外等除く） 64.7％
(416/643)

43.1％
(47/109)

567.67 0.89

○解除条件（案）：１．病床使用率・重症者用病床使用率が５０％以下（レベル２基準）
であること。

２．新規陽性者数の前週比が７日間継続して１未満を維持しており、人口
１０万人あたり新規感染者数が１００人（レベル３Ｂ基準）を下回る
こと。

※赤字は解除条件の基準を満たさない指標
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